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船舶事故調査報告書 

 

                              令和７年１０月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年８月１７日 １４時１０分頃 

発生場所 福島県猪苗代湖 

 材木崎四等三角点から真方位２４１°５５０ｍ付近 

 （概位 北緯３７°２８.９′ 東経１４０°０２.２′） 

事故の概要  水上オートバイ F X
エフエックス

‐ S V H O
エスブイエイチオー

及び水上オートバイ S H O M
エスエイチオーエム

は、

共に遊走中、両船が衝突した。 

 SHOM は、船長が負傷し、操縦席右舷側面に亀裂及び破損を生じ、

また、FX‐SVHO は、船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 令和６年９月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ FX‐SVHO、０.２トン 

   ２３２－４６２８８茨城、個人所有 

  ３.０８ｍ（Lr）×１.１７ｍ×０.６８ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１８３.９０kＷ、令和２年６月 

Ｂ 水上オートバイ SHOM、０.２トン 

   ２４０－６４０４４茨城、個人所有 

  ３.０２ｍ（Lr）×１.１２ｍ×０.４５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１５４.５０kＷ、平成２４年８月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４０歳 

   特殊小型船舶操縦士 

 免許登録日 令和２年１０月２日 

 免許証交付日 令和２年１０月２日 

           （令和７年１０月１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ３８歳 

   特殊小型船舶操縦士 

 免許登録日 令和６年３月１５日 

 免許証交付日 令和６年３月１５日 

        （令和１１年３月１４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 操縦席右舷側面に亀裂及び破損 

 気象・水象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

水象：水上 平穏  

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、Ｂ船を含めた他の水上オートバ

イ数隻と共に、猪苗代湖で遊走を行う目的で、令和６年８月１７日

１４時頃に福島県会津若松市所在のマリーナを出発した。 

Ａ船は、マリーナの南方にある入り江を南進した後、船長Ａが、中

田浜の湖岸を右舷側に見て東進し、その後、会津若松市材木山北方の

水域に向かうよう左にハンドルをとって北進した。 

船長Ａは、体感で約２０～３０km/h の速力（対地速力、以下同

じ。）で遊走中、Ｂ船がＡ船の左舷側約１０ｍのところを追い越して

蛇行しながら遊走するのを認めた。 

船長Ａは、Ｂ船が同じ仲間の船なのでＡ船に向かってくることはな

いと思い、Ｂ船との十分な船間距離を確保しないまま同じ進路及び速

力で遊走していたところ、Ｂ船が右旋回してＡ船の船首至近となり、

危ないと思って右にハンドルをとったが、間に合わず、Ａ船の船首部

とＢ船の操縦席右舷側面とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人（以下「同乗者Ｂ」

という。）を乗せ、Ａ船の後方を同じようなコースで進行した後、船

長ＢがＡ船に合わせて左にハンドルをとって北進した。 

船長Ｂは、速力を上げてＡ船の左舷側から追い越した後、体感で約

３０km/h の速力で緩やかに蛇行しながら遊走中、Ａ船がＢ船との距

離を離して遊走していると思い、後方を確認せずに右に旋回したとこ

ろ、突然衝撃を感じ、周囲の状況を確認してＡ船と衝突したことを知っ

た。 

Ａ船及びＢ船は、本事故後、共に自力でマリーナに戻った。 

船長Ｂは、マリーナへの帰航中に自ら携帯電話で救急車の要請を行っ

て、会津若松市内の病院に搬送され、右外側半月板バケツ柄状断裂、

右大腿
たい

骨外顆
か

骨折等と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 

Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、本事故当時、飲酒はしていなかった。 

船長Ｂは、昼頃に飲酒しており、本事故後に警察官が行った呼気に

よるアルコール検査の数値は０.３３mg/ℓ（血中濃度に換算すると約

０.０７％）であった。 

船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和２６年法律第１４９号）には 

次のとおり規定されている。 

（小型船舶操縦者の遵守事項） 



 

- 3 - 

第２３条の４０ 小型船舶操縦者は、飲酒、薬物の影響その他の理

由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操

縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。 

厚生労働省のウェブサイトには、アルコールの運転技能への影響に

ついて、アルコールは運転に必要な技術や行動に対して極めて低い血

中濃度から影響を与え、血中濃度が高くなればその分影響も強くな

り、０.０１％未満の低い血中濃度でも、集中力が下がるといった影

響を受け始め、血中濃度０.０２％で、多方面への注意が向かなくな

り、血中濃度０.０５％で、規制を無視し始めるといった障害がある

との記載がある。 

船長Ｂは、猪苗代湖を安全に利用するために猪苗代湖水面利活用基

本計画推進協議会が定めた自主ルールについて、その内容を詳細に確

認しておらず、事故発生場所付近の水域では蛇行が禁止されていたこ

とを知らなかった。 

船長Ａ、船長Ｂ及び同乗者Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、猪苗代湖（材木山の西側水域）を遊走中、船長Ａが、Ｂ船

との船間距離を十分に取らずに遊走していたことから、右旋回したＢ

船を回避する余裕がなくなり、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、遊走仲間であるＢ船がＡ船に向かってくることはないと

思い込んでいたことから、Ｂ船との船間距離を十分に取らなかったも

のと考えられる。 

Ｂ船は、猪苗代湖（材木山の西側水域）を蛇行しながら遊走中、船

長Ｂが、周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、右舷後方

を確認しないまま右旋回し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、昼頃に飲酒を行い、本事故後に行われた呼気検査で

０.３３mg/ℓの濃度のアルコールが測定されたことから、本事故当

時、飲酒によって注意力などが低下していた可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、猪苗代湖において、Ａ船及びＢ船が遊走中、船長Ａが、

Ｂ船との船間距離を十分に取らなかったため、右旋回したＢ船を回避

する余裕がなくなり、また、飲酒を行った船長Ｂが、周囲の見張りを

適切に行っていなかったため、右舷後方を確認しないまま右旋回し、

両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイの船長は、遊走中、他の水上オートバイが急旋回
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するなど不測の動きをする可能性があることも考慮して、他船と

の安全な距離を確保すること。 

・水上オートバイの船長は、操縦前に飲酒をしないこと。 

・水上オートバイの船長は、常時周囲の適切な見張りを行うととも

に、旋回する場合には、後方の状況を十分に確認してから旋回す

ること。 

・猪苗代湖で水上オートバイ等の操船を行う者は、猪苗代湖を安全

に利用するために定められている自主ルールについて、あらかじ

め十分に確認を行い、遵守すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県会津若松市 

材木崎四等三角点 

× 

事故発生場所 

（令和６年８月１７日 

 １４時１０分頃発生） 

衝突の状況（概略） 

Ｂ船 

Ａ船 
マリーナ 

国土地理院Ｗｅｂサイトの地理院地図を使用して作成 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


